
 
 

 

 
 

第四次 
沖縄県子どもの読書活動推進計画 

 
 
 

～五感に響かせるＥ・Ｅ・Ｔプラン～ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

平成３１年３月 
沖縄県教育委員会 



はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

第１章　第三次計画推進期間における成果と現状

Ⅰ　第三次計画が目指したもの

　　１　第二次計画推進期間の成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

　　２　第二次計画推進期間の課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

　　３　第三次計画の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

Ⅱ　第三次計画推進期間における子どもの読書活動に関する取組の現状

　　１　子どもの自主的な読書活動の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

　　２　家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

　　３　子どもの読書活動を支える環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

Ⅲ　第三次計画策定後の子どもの読書活動を取り巻く情勢

　　１　平成２６年 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

　　２　平成２８年 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

　　３　平成２９年 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

　　４　平成３０年 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

第２章　基本方針

Ⅰ　第三次計画推進期間における課題

　　１　子どもの自主的な読書活動の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

　　２　家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

　　３　子どもの読書活動を支える環境の整備について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

Ⅱ　第四次計画の基本方針

　　１　子どもの発達段階に応じた読書活動の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

　　２　家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

第３章　子どもの読書活動の推進体制等

Ⅰ　市町村における読書活動の推進体制の整備

　　１　市町村における「子どもの読書活動推進計画」の策定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

　　２　公立図書館の整備・充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

　　３　学校図書館の整備・充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

Ⅱ　県における読書活動の推進体制の整備

　　１　沖縄県子どもの読書活動推進会議の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

　　２　子どもの読書活動推進のための人材育成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

目　　　　　次　



第４章　子どもの読書活動の推進方策

Ⅰ　体系図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

Ⅱ　発達段階に応じた取組（Ｅ・Ｅ・Ｔプランの推進） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

Ⅲ　家庭における取組

　　１　子どもが読書に親しむ機会の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

Ⅳ　地域（公立図書館、公民館、地域文庫等）における取組

　　１　子どもが読書に親しむ機会の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

　　２　子どもの読書活動を支えるための環境の整備・充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

Ⅴ　学校等における取組

　　１　子どもが読書に親しむ機会の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

　　２　子どもの読書活動を支えるための環境の整備・充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

Ⅵ　家庭・地域・学校等の連携・協力の推進

　　１　家庭と学校において ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

　　２　家庭と地域において ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

　　３　学校と地域において ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

　　４　図書館間において ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

Ⅶ　関心を高める事項

　　１　読書への関心を高める取組の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

Ⅷ　民間団体・読書活動ボランティア等の活動に関する支援

　　１　民間団体・読書活動ボランティア等に対する支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

Ⅸ　普及・啓発活動

　　１　「子ども読書の日」「文字・活字文化の日」を中心とした啓発活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・22

　　２　優れた取組の奨励 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

資　料

　　１　第四次計画推進期間における子どもの読書活動推進のための指標及び到達目標・・ 23

　　２　子どもの読書活動推進関連事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

　　３　子どもの読書活動の推進に関する法律 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

　　４　文字・活字文化振興法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

　　５　用語解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

　　６　平成３０年度沖縄県子どもの読書活動推進委員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

　　７　平成３０年度沖縄県子どもの読書活動推進担当者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33



は じ め に 
 

 子どもの読書活動は、「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものに

し、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」（子どもの読書活動の推

進に関する法律第２条）です。 

 沖縄県では、平成１３年に施行された「子どもの読書活動の推進に関する法律」を受け、平成１６年

３月に「沖縄県子どもの読書活動推進計画～五感に響かせるＥ・Ｅ・Ｔプラン～」（以下第一次計画と

いう）を策定し、平成２１年３月に「第二次沖縄県子どもの読書活動推進計画～五感に響かせるＥ・Ｅ・

Ｔプラン～」（以下第二次計画という）、平成２６年３月には「第三次沖縄県子どもの読書活動推進計画

～五感に響かせるＥ・Ｅ・Ｔプラン～」（以下第三次計画という）を定め、この間、家庭・地域・学校

等で様々な取組が実施されました。 

 第三次計画の推進期間においては、家庭・地域・学校の連携が進み、子どもの自主的な読書活動の推

進が図られたほか、子どもの読書活動を支える環境の整備も進みました。一方で、中高生期における読

書活動の習慣化が進んでいなかったり、学校と地域の連携が学校段階が上がるにつれ進まなかったりな

ど、発達段階に応じた取組への課題がみられます。公益社団法人全国学校図書館協議会・株式会社毎日

新聞社が平成２９年度に行った調査では、不読率（１か月に１冊も本を読まなかった人の割合）は小学

生５．６％、中学生１５．０％、高校生５０．４％となっており、全国的にも問題視されております。 

そこで、沖縄県では、これまでの成果と課題を踏まえ、第四次計画において、「子どもの発達段階に

応じた読書活動の推進」、「家庭・地域・学校等を通じた社会全体での取組の推進」を基本方針として定

めました。さらに、目指す姿を「自ら進んで読書を楽しみ、読書に親しみ、読書を活かすことができる

子ども」とし、「読書県おきなわ」の実現に向け、読書活動の更なる充実を図ってまいります。 

 今後、本計画について御理解をいただき、市町村をはじめ、家庭・地域・学校において、子どもの読

書活動の更なる推進が図られるよう期待しております。 

 終わりに、本計画策定にあたり、様々な御意見や御提言をいただきました沖縄県子どもの読書活動推

進委員の皆様、また多くの関係者の方々に心から感謝を申し上げます。 

 

平成３１年３月 

沖縄県教育委員会 

教育長 平敷 昭人 
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第１章 第三次計画推進期間（平成２６年度～平成３０年度）における成果と現状 
 
 Ⅰ 第三次計画が目指したもの 

   第二次推進計画の内容を継続しつつ成果と課題を踏まえ、その内容を更に継続しながら読書

の量から質への転換などを充実させ、Ｅ・Ｅ・Ｔプランについても大幅に捉え直しをした。 
 

１ 第二次計画推進期間の成果（平成２１年度～平成２５年度） 
（１）子どもの読書状況について 

   ①学校、地域等における読み聞かせボランティア（校区の保護者、地域の読書サークルによ

る）が増加した。 
   ②ブックトーク等の読書活動の推進ができた。 
   ③各市町村のブックスタート事業等、発達段階に応じた取組を推進することができた。 
   ④小中学校、高等学校いずれにおいても県の示している図書貸出の目標冊数を上回った。 
    ※小学校１６３冊、中学校５０．８冊、高等学校８．１冊  

（Ｈ２４年度 学校図書館・読書活動の実態調査：沖縄県） 
（２）市町村推進計画の策定について 

   ①策定市町村が増加した。 
５市町村（Ｈ１９年度）→２４市町村（Ｈ２５年度） 

（３）学力との相関について 
   ①読む力が、書く力や考える力と関連することから、本県は学力に関して、読書習慣を定着

させることにより読解力の向上に取り組んできました。その結果、読書量は目標冊数を上

回る等、一定の成果を上げてきました。しかし、読書の質への転換は重要であり、更なる

取組の強化が求められている。 
 
２ 第二次計画推進期間の課題 
（１）中学生・高校生（ティーンエイジ）世代の読書活動の定着が不十分 

   ①学校段階における差が生じている。 
   ②不読率(小学生０．１％、中学生１．３％)は低いが、全国的に学校段階が進むにつれ、読

書離れが進む傾向にある。 
    ※高校の調査は実施していない 

（Ｈ２４年度 学校図書館・読書活動の実態調査：沖縄県） 
（２）地域における市町村推進計画策定状況の差が顕著 

   ①市町村策定率 市：８１．８％ 町７２．７％ 村：３６．８％（Ｈ２４年度） 
（３）学校図書館資料の整備が不十分  

   ①学校図書館図書標準達成状況（Ｈ２４年度） 
    小学校：８２．８％ 中学校６２．４％ 
    →全国達成率（小学校：５６．８％、中学校：４７．５％）を大きく上回ったが、１００％

を目指す。 
 
３ 第三次計画の基本方針                                                                                                                             

（１）子どもの自主的な読書活動の推進 
   ①子どもが自ら読書に親しむ態度を身に付けることができるよう様々な読書活動を推進する。 
   ②読書の質的向上を図りつつ、自主的な読書活動を推進する。  
    →新聞や科学雑誌等を含めた幅広い読み物に親しむ機会や発達段階に応じた図書の提供、

ＮＩＥ（Newspaper In Education）の取組等を通して行う。 
（２）家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進 

   ①家庭・地域・学校等、それぞれが担うべき役割を理解し、緊密に連携・協力し、社会全体
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で必要な体制の整備に努める。 
（３）子どもの読書活動を支える環境の整備 

   ①図書館未設置町村への読書活動支援を積極的に展開 
    →すべての県民がいつでも、どこでも読書に親しめる環境の整備に努める。 

（４）Ｅ・Ｅ・Ｔプランの更なる推進 
   ①乳幼児期からの発達段階に応じて読書に親しめる環境づくりと、五感を意識した施策Ｅ・

Ｅ・Ｔプランを更に推進する。 
   ②Ｅａｒプラン、Ｅｙｅプラン、Ｔａｌｋプランは乳幼児期、小学生期、中学生・高校生期

にそれぞれ存在するものであり、更に、それぞれの発達の全体の中で育成する。 
 
Ⅱ 第三次計画推進期間における子どもの読書活動に関する取組の現状 
 

１ 子どもの自主的な読書活動の推進 
（１）ほとんどの小中学校で全校一斉読書活動が設定されている。 

○全校一斉読書活動の設定状況〈学校図書館の現状に関する調査より(文部科学省)〉 
本県の割合 ※（  ）は全国値 

区 分 Ｈ２４年度 Ｈ２８年度 
小学校 ９７．４％（９６．４％） ９６．９％（９７．１％） 
中学校 ９８．０％（８８．２％） ９９．３％（８８．５％） 

 
  （２）読書が好きな子どもの割合（当てはまる、どちらかといえば当てはまると回答）は中学生 

ではほぼ横ばい、小学生では若干高くなった。 
○読書は好きですか。〈全国学力・学習状況調査より（文部科学省）〉 
本県の割合 
小学校 

 当てはまる どちらかといえば

当てはまる 
どちらかといえば

当てはまらない 
当てはまらない 

Ｈ２４年度 ４５．８％ ２７．５％ １６．８％ ９．６％ 
Ｈ２８年度 ４７．１％ ２６．９％ １６．１％ ９．６％ 
中学校 

 当てはまる どちらかといえば

当てはまる 
どちらかといえば

当てはまらない 
当てはまらない 

Ｈ２４年度 ３９．０％ ２６．４％ ２０．６％ １３．７％ 
Ｈ２８年度 ３９．０％ ２６．３％ ２０．１％ １４．３％ 

 
  （３）授業以外で読書を全くしない割合が中学生で高くなった。  

○学校の授業以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、読書をしますか。（教 
科書や参考書、漫画や雑誌は除く）〈全国学力・学習状況調査より（文部科学省）〉 

本県の割合 
小学校 

 ２時間以上 １時間以上

２時間より

少ない 

３０分以上 
１時間より

少ない 

１０分以上 
３０分より

少ない 

１０分よ

り少ない 
全くしない 

Ｈ２４年度 ５．６％ ９．３％ １８．７％ ２５．６％ １８．０％ ２２．６％ 
Ｈ２８年度 ５．８％ ８．４％ １７．５％ ２５．１％ １７．３％ ２５．８％ 
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中学校 
 ２時間以上 １時間以上

２時間より

少ない 

３０分以上 
１時間より

少ない 

１０分以上 
３０分より

少ない 

１０分よ

り少ない 
全くしない 

Ｈ２４年度 ５．１％ ７．９％ １４．４％ ２１．３％ １３．０％ ３８．０％ 
Ｈ２８年度 ５．２％ ７．５％ １２．７％ １７．５％ １３．１％ ４３．８％ 

 
  （４）昼休みや放課後、学校が休みの日に、本（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く）を読んだ 

り、借りたりするために、学校図書館・学校図書室や地域の図書館に行く割合は低く、特 
に中学生においては、月に１回も行かない割合（年に数回程度・ほとんど、または、全く 
行かない割合）が高くなっている。 

○昼休みや放課後、学校が休みの日に、本（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く）を読んだり、  
借りたりするために、学校図書館・学校図書室や地域の図書館にどれくらい行きますか。 
〈全国学力・学習状況調査より（文部科学省）〉 

 本県の割合 
小学校 

 週に４回 
以上 

週に１～３

回程度 
月に１～３

回程度 
年に数回程度 ほとんど、または、

全く行かない 
Ｈ２４年度 ８．７％ ２４．８％ １６．０％ １８．９％ ３１．１％ 
Ｈ２８年度 ７．１％ ２２．７％ １５．９％ ２０．８％ ３３．１％ 

 
中学校 

 週に４回 
以上行く 

週に１～３

回程度行く 
月に１～３

回程度行く 
年に数回程度

行く 
ほとんど、または、

全く行かない 
Ｈ２４年度 ６．０％ １８．１％ ２０．３％ １５．７％ ３９．６％ 
Ｈ２８年度 ５．７％ １４．５％ １６．５％ １６．１％ ４６．９％ 

 
  （５）高校生については、県独自の調査を行っていないが、全国学校図書館協議会と毎日新聞社

が実施した「学校読書調査」によると、１か月の平均読書量は依然として低い数値である。

また、１か月に１冊も本を読まなかった人の割合（不読率）は依然として高くなっており、

全国的に高校生の読書習慣の形成が課題となっている。 
 

○１か月の平均読書量 
〈学校読書調査より（全国学校図書館協議会・毎日新聞社）〉 

区 分 第５８回（Ｈ２４年度） 第６３回（Ｈ２８年度） 
小学生 １０．５冊 １１．１冊 
中学生      ４．２冊       ４．５冊 
高校生      １．６冊 １．５冊 

 
○不読率（１か月に１冊も本を読まなかった人の割合） 

〈学校読書調査より（全国学校図書館協議会・毎日新聞社）〉 
区 分 第５８回（Ｈ２４年度） 第６３回（Ｈ２８年度） 
小学生 ４．５％ ５．６％ 
中学生 １６．４％ １５．０％ 
高校生 ５３．２％ ５０．４％ 
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区 分 Ｈ２４年度 Ｈ２８年度 
小学校 県 ７５．１％ ８９．６％ 

全国 ７６．５％ ８２．２％ 
中学校 県 ７２．０％ ８４．３％ 

全国 ４９．８％ ５７．５％ 
高等学校 県 １７．０％ ３２．２％ 

全国 ４６．５％ ５１．１％ 
 

区 分 Ｈ２８年度 
小学部 
(特支) 

県 ８６．７％ 
全国 ３９．２％ 

中学部

(特支) 
県 ９３．３％ 

全国 ３６．６％ 
高等部

(特支) 
県 ９３．８％ 

全国 ３４．１％ 
 

２ 家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進 
（１）学校図書館の蔵書のデータベース化については全国値を大きく上回っており、全県（小・中 

・高・特支）では約９６％の学校で整備されている。 
  ○学校図書館の蔵書目録がデータベース化されている学校 

〈学校の図書館の現状に関する調査より（文部科学省）〉 
区 分 Ｈ２４年度 Ｈ２８年度 

小学校 県 ８０．７％ ９１．１％ 
全国 ６４．１％ ７３．９％ 

中学校 県 ８０．７％ ９１．８％ 
全国 ６５．１％ ７２．７％ 

高等学校 県 １００．０％ ９８．３％ 
全国 ８７．２％ ９１．３％ 

特別支援学校 
 

県 ９８．０％ １００．０％ 
全国 ４６．３％ ４０．２％ 

 
 （２）中学校において学校図書館図書標準を達成した割合が大幅に増加した。しかし、廃棄基準に 

該当する本の更新が進んでない例も見られる。 
○学校図書館図書標準達成状況〈学校の図書館の現状に関する調査より（文部科学省）〉 

                               
          

 
 
     
 
                         ※特支とは特別支援学校のことである。                        

 
（３）学校と公立図書館との連携が進み、小・中学校・特別支援学校については全国値を大きく上 

回っているが、高等学校については依然として全国値を下回っている。 
○公立図書館との連携状況〈学校の図書館の現状に関する調査より（文部科学省）〉 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 Ｈ２４年度 Ｈ２８年度 
小学校 県 ８２．８％ ８１．２％ 

全国 ５６．８％ ６６．４％ 
中学校 県 ６２．４％ ７４．３％ 

全国 ４７．５％ ５５．３％ 

区 分 Ｈ２８年度 
小学部 
(特支) 

県 ４０．７％ 
全国 １４．０％ 

中学部

(特支) 
県 ２０．９％ 

全国  ３．７％ 
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（４）ボランティアを活用している学校の割合については、学校段階が上がるにつれ低下する傾向

にある。 
  ○ボランティアを活用している学校の割合 
   〈学校の図書館の現状に関する調査より（文部科学省）〉 

 
 
 
 
 

 
 

 
※主な活用例としては、読み聞かせ・ブックトーク等の読書活動支援、また、図書館の 

書架整理・貸出等の支援が挙げられる。 
 
３ 子どもの読書活動を支える環境の整備 
（１）司書教諭発令状況については、小学校・中学校において割合が減少した。 

○１２学級以上設置校における司書教諭発令状況 
〈学校の図書館の現状に関する調査より（文部科学省）〉 

区 分 Ｈ２４年度 Ｈ２８年度 
小学校 県 ９８．７％ ８７．３％ 

全国 ９９．８％ ９９．４％ 
中学校 県 １００．０％ ９８．９％ 

全国 ９９．２％ ７２．７％ 
高等学校 県 １００．０％ １００．０％ 

全国 ９９．２％ ９９．３％ 
特別支援学校 県 １００．０％ １００．０％ 

全国   
 
（２）学校司書配置状況については、小学校において割合が若干減少しているものの、全校種とも 

全国値を大きく上回っている。 
○学校司書配置状況 
〈学校の図書館の現状に関する調査より（文部科学省）〉 

区 分 Ｈ２４年度 Ｈ２８年度 
小学校 県 ９７．８％ ９３．１％ 

全国 ４７．９％ ５９．３％ 
中学校 県 ９１．３％ ９５．１％ 

全国 ４７．６％ ５７．３％ 
高等学校 県 １００．０％ １００．０％ 

全国 ７１．０％ ６６．９％ 
 
 
 
 
 
 

 

区 分 Ｈ２４年度 Ｈ２８年度 
小学校 県  ８０．８％ 

全国 ８１．２％ ８１．４％ 
中学校 県  ５８．７％ 

全国 ２７．２％ ３０．０％ 
高等学校 県   ８．１％ 

全国  ２．９％  ２．８％ 

区 分 Ｈ２８年度 
小学部 
(特支) 

県 ２０．０％ 
全国 ３０．３％ 

中学部

(特支) 
県 ２０．０％ 

全国 ２３．１％ 
高等部

(特支) 
県 １２．５％ 

全国 １８．５％ 
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（３）公立図書館設置数・子どもの読書活動推進計画策定市町村数が増加した。 
○市町村立図書館について 

 Ｈ２４年度 Ｈ２８年度 到達目標 
図書館数   ３６館   ３９館   ３８館 

設置市町村数 ２３市町村 ２６市町村 ２６市町村 
図書館設置状況 ５６．１％ ６３．４％ ６３．４％  

    
○市町村子どもの読書活動推進計画策定状況について 

 Ｈ２４年度 Ｈ２８年度 到達目標 
策定市町村数 ２１市町村 ２６市町村 ４１市町村 

策定率 ５１．２％ ６３．４％ １００．０％ 
 

（４）一括貸出や移動図書館で利用するための館外協力用図書の充実、移動図書館の開催回数増加 
等に取り組むことにより、県立図書館による図書館未設置町村等へのサービスの充実が図ら 
れた。 

○県立図書館による図書館未設置町村等に対するサービス 
一括貸出（学校や公民館、地域文庫など団体の求めに応じて４００冊まで貸出） 

 実施団体 実施回数 貸出冊数 
Ｈ２４年度  ４６  ７３ １１，３４５ 
Ｈ２８年度 １３６ ２８６ ３４，４３３ 

    ※平成３０年１２月１５日より、貸出冊数は５００冊までとなった。 
 

移動図書館（離島等の図書館未設置町村に出向き、公民館や学校などで貸出） 
 開催回数 貸出人数 貸出冊数 

Ｈ２４年度 ３６ １，５６５ １０，４２２ 
Ｈ２８年度 ４１ １，８５７ １５，５４０ 
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Ⅲ 第三次計画策定後の子どもの読書活動を取り巻く情勢 
 

１ 平成２６年 
（１）学校図書館法の一部を改正する法律成立 

   ①学校司書の法制化、学校司書への研修等の実施について規定した。 
   ②改正法附則第２項 
    国は「学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基 

づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定した。 
２ 平成２８年 
（１）日本図書館協会が「図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン」作

成（３月） 
（２）「これからの学校図書館の整備充実について（報告）」（１０月） 

これを受け、文部科学省において「学校図書館ガイドライン」及び「学校司書のモデルカリキュ 
ラム」が作成された。 

（３）「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等に 
ついて（答申）」（１２月） 

   ①全ての教科等における資質・能力の育成や学習の基盤となる言語能力の向上が求められるとともに、

言語能力を向上させる重要な活動の一つとして、読書活動の充実が求められている。 
３ 平成２９年 

 （１）「保育所保育指針」告示 
（２）「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」告示 

 （３）「幼稚園教育要領」、「小学校及び中学校学習指導要領」告示 
 （４）「特別支援学校 幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領」告示 

４ 平成３０年 
（１）「高等学校学習指導要領」告示 
 
※「保育所保育指針」において  
  保育士等や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付け、

経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合

いを楽しむようになることを「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」としている。 
 
※「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」において 
  保育教諭等や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付

け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝

え合いを楽しむようになることを「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」としている。 
 
※「幼稚園教育要領」において 
  絵本や物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わうこととしている。 
 
※「小学校、中学校及び高等学校の学習指導要領」において 
  言語能力の育成を図るために、各学校において必要な言語環境を整えるとともに、国語科を要としつ

つ各教科等の特質に応じて言語活動を充実することや、学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を

図り、児童生徒の自主的、自発的な読書活動を充実することが規定されている。 
 
※「特別支援学校 幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領」において 
  学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童又は生徒の主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善に生かすとともに、児童又は生徒の自主的、自発的な学習活動や読書活動を充実す
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ることとしている。 
 

 平成２０年 
（１）図書館法改正（６月） 
  ①学習成果を活用して行う教育活動の機会提供を図書館が行う事業に追加 
  ②図書館の運営状況に関する評価及び改善並びに情報提供に努める規定の整備 
  ③司書及び司書補の資格要件の見直し 
  ④文部科学大臣及び都道府県が司書等の資質向上のために必要な研修の実施に努める規定の整備 

等 
 平成２５年  
（１）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律成立（４月） 

 
※情報通信手段の多様化 

   近年の情報通信手段の普及は、子どもの読書環境にも大きな影響を与えている可能性がある。個人が 
所有する通信ゲームやパソコン等も以前にも増して子どもたちの身近に存在するようになっている。 
また、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）等情報通信手段（コミュニケーションツール）

の多様化も近年の特徴である。 
 

（「子供の読書活動の推進に関する計画（平成３０年４月策定）」より一部転記） 
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第 2 章 基本方針 
 

Ⅰ 第三次計画推進期間における課題 
 

１ 子どもの自主的な読書活動の推進について 
  （１）家庭・地域・学校において読書活動推進の取組を行うことで一定の成果を上げたと言える 

が、授業や学校外での更なる活動推進が求められる。 
（２）中高生期における読書活動の習慣化が進んでいない。 

 
２ 家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進について 

  （１）ボランティアを活用している学校の割合が、学校段階が上がるにつれ低下している。 
  （２）蔵書のデータベース化等、学校図書館機能の整備は進んだものの、全ての学校で整備され 

るよう取り組むことが求められる。 
 

３ 子どもの読書活動を支える環境の整備について 
  （１）司書教諭発令（１２学級以上設置校）、学校司書配置に関しては充実してきた。今後は 

それぞれの役割を十分に果たせるような環境の整備を進める必要がある。 
（２）公立図書館を設置している市町村は２６（設置率６３．４％）、子どもの読書活動推進計 

画を策定している市町村は２７（策定率６５．９％：平成３０年３月に名護市が新たに策 
定）で、それぞれ県の目標（１００％）に達していない。   
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Ⅱ 第四次計画の基本方針 
   第三次計画推進期間の現状と課題を踏まえ、「自ら進んで読書を楽しみ、読書に親しみ、読書

を活かすことができる子ども」の育成を目指して、次のことを基本方針として取り組む。 
１ 子どもの発達段階に応じた読書活動の推進 

 （１）乳幼児期からの発達段階に応じて読書に親しめる環境づくりを進める。 
（２）五感を意識した施策Ｅ・Ｅ・Ｔプランを更に推進する。 
２ 家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進 

 （１）家庭・地域・学校等、それぞれが担うべき役割を示し、子どもの読書活動推進に取り組むと 
ともに、緊密に連携・協力し、社会全体で必要な体制の整備に努める。 

（２）自主的な読書活動を支えるため、いつでも、どこでも読書に親しみ、読書を活かすことがで

きる環境の整備・充実に努める。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 計画の期間 
（１）平成３１年度～平成３５年度（２０２３年）の５年間とする。 

 
 

いつでも、どこでも、だれでも読書を楽しみ、読書に親しみ、読書を活かすことのできる県民 

読書県おきなわ 

（１）子どもの発達段階に応じた読書活動の推進 
  ○乳幼児期からの発達段階に応じて読書に親しめる環境づく

りを進める。 
○五感を意識した施策Ｅ・Ｅ・Ｔプランを更に推進する。 

（２）家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進 
  ○家庭・地域・学校等、それぞれが担うべき役割を示し、 

子どもの読書活動推進に取り組むとともに、緊密に連携・

協力し、社会全体で必要な体制の整備に努める。 
○自主的な読書活動を支えるため、いつでも、どこでも読書

を楽しみ、読書に親しみ、読書を活かすことのできる環境

の整備・充実に努める。 

自ら進んで読書を楽しみ、読書に親しみ、読書を活かすことができる子ども 

目指す姿 
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第３章 子どもの読書活動の推進体制等 
 
Ⅰ 市町村における読書活動の推進体制の整備 

    各市町村で長期的に子どもの読書活動の推進に関する取組を行うためには、教育委員会のみならず

福祉部局等と連携することに加え、学校・図書館その他の関係機関および民間団体等の連携・協力に

よる横断的な取組が行われるような体制を整備する必要がある。 
 
  １ 市町村における「子ども読書活動推進計画」の策定 
    「子どもの読書活動の推進に関する法律」の第９条第２項に規定されているように、市町村は国の

「子ども読書推進基本計画」及び県の「子ども読書活動推進計画」を基本とするとともに、各市町村

における子どもの読書活動の推進を踏まえ、市町村推進計画を策定するよう努めることが求められて

いる。未策定の市町村においては策定するよう努め、既に策定している市町村においては国の「子ど

も読書推進基本計画」及び県の「子ども読書活動推進計画」の見直し状況を踏まえながら点検・評価

を行い、必要に応じて見直しを行うよう努めることが求められる。 
 
  ２ 公立図書館の整備・充実 

子どもの読書活動を推進するために、身近なところに読書ができる環境を整備することが必要であ

る。公立図書館未設置町村においては、その設置に向け積極的に検討を行うとともに、設置されるま

での間は、児童館や公民館図書室に専任の職員を配置し、計画的に子ども向けの図書を収集・提供す

る等、子どもの読書環境の整備に努めることが求められる。設置町村においては、子どもの読書活動

の推進に向けた取組を充実させるよう努めることが求められる。 
 
  ３ 学校図書館の整備・充実 
    児童生徒の豊かな読書経験の機会を充実させていくためには、児童生徒の知的活動を増進し、様々

な興味・関心に応える魅力的な学校図書館資料を整備・充実させていくことが重要であるため、国の

財政措置を活用し計画的な整備に努めることが求められる。また、活動の更なる充実を図るため、司

書教諭・学校司書の配置を行うよう努めることも求められる。 
 

Ⅱ 県における読書活動の推進体制の整備 
    子どもの読書活動を一層推進するため、教育委員会のみならず福祉部局等と連携することに加え、

学校・公立図書館その他の関係機関および民間団体等の連携・協力によって横断的な取組が行われる

ような体制の整備、また市町村に子どもの読書活動を推進するための支援・助言等を行う必要がある。 
 
  １ 沖縄県子どもの読書活動推進会議の設置 
    子どもの読書活動推進の方策や連携・協力の在り方について研究・協議するため、引き続き沖縄県

子ども読書活動推進会議（推進会議・担当者会議）を設置する。 
 
  ２ 子どもの読書活動推進のための人材育成 

教育委員会の関係各課、県立図書館、県立総合教育センター等において人材育成に資する研修・取 
組を行う。 
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第４章 子どもの読書活動の推進方策 
 Ⅰ 体系図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 家庭における取組 

子どもが読書に親しむ機会の提供 

E・E・T プランの推進 

○ 地域における取組 子どもが読書に親しむ機会の提供 

E・E・T プランの推進 

子どもの読書活動を支えるための環境の整備・充実 

○ 学校等における取組 子どもが読書に親しむ機会の提供 

E・E・T プランの推進 

子どもの読書活動を支えるための環境の整備・充実 

○ 家庭・地域・学校等の連

携・協力の推進 

家庭・地域・学校等の連携・協力の推進 
 

図書館間の連携・協力の推進 

○ 普及・啓発活動 

「子ども読書の日」「文字・活字文化の日」を中心と

した啓発活動の推進 

優れた取組の奨励  

○ 関心を高める事項 

○ 民間団体・読書活動ボラ

ンティア等の活動に関

する支援 

読書への関心を高める取組の推進 

民間団体・読書ボランティア等に対する活動に関す

る支援 
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Ⅱ 発達段階に応じた取組（Ｅ・Ｅ・Ｔプランの推進） 
   自ら進んで読書を楽しみ、読書に親しみ、読書を活かすことができるようになるためには、発

達段階に応じた読書活動が行われることが重要である。 
   そのためには、読書能力の特徴を発達段階に応じて三つの視点（Ｅａｒ・Ｅｙｅ・Ｔａｌｋ）

で捉え、それを踏まえつつ、子ども一人一人の発達や読書経験に留意し、五感を意識した読書活

動プラン（Ｅ・Ｅ・Ｔプラン）を家庭・学校・地域等で推進することが求められる。 

※読書能力の発達段階 

 準備期 

（楽しむ段階） 
概ね０歳から６歳 

充実期 

（親しむ段階） 
概ね６歳から１２歳 

発展期 

（活かす段階） 
概ね１２歳から１８歳 

 

 

Ear 

 
 

・人は胎児の時から言葉

を認識し始め、一番身

近な親を介して言葉を

獲得していくと言われ

る。 
・耳から入る音、読み聞

かせで出会う読書は、

子どもが親の温もりで

安らぎを感じ、果てし

ない想像の世界へと誘

われ、心が豊かになる。 

・名作や伝記など多くの本

を語り聞く中で情操や語

彙を豊かにしていく。 
・読み聞かせやブックトー

クなどにより、自分で選

択する本の幅を広げるこ

とができるようになる。 
・高学年になると、発達が

とどまったり読書の幅が

広がらなくなったりする

児童も出てくる。 

・様々な図書の紹介をブ

ックトークや読書体験

の発表等を通して聴く

ことにより、読書への

関心を深め、自分で選

択する本の幅を広げる

ことができる。 
 

 

 

 

Eye 

 

   

・絵本を見て実物を見る

ことを繰り返すことで

大きな感動がうまれ、

絵本や物語の世界を楽

しむようになる。 
・４歳頃から文字に興味

を示し、自分の力で絵

本を読もうとするよう

になる。 

・図書館等で様々な図書を

目にし、実際に自分で触

れ、心の中に刻む時期で

ある。 
・読書習慣を身に付け、本

に親しむことによって、

知識を蓄え、心を豊かに

していく。 
・中学年になると、最後ま

で本を読み通すことがで

きる児童とそうでない児

童の違いが現れ始める。 

・適切な読書技術を用い

た多様な読書活動を通

して理性と感性が磨か

れ、多角的な視野で世

界を認識する力が育ま

れていく。 
・中学生になると多読の

傾向は減少し、共感し

たり感動したりできる

本を選んで読むように

なる。 
・高校生になると知的興

味に応じ幅広く多様な

読書ができるようにな

る。 

 

 

Talk 

 

・読み聞かせで聞いた言

葉を真似したり、ごっ

こ遊びにつなげたりす

ることで、自分の感動

を自分の言葉で表現す

ることの楽しみを感じ

るようになる。 

・課題解決のための読書活

動を通して読解力や発表

力が育まれる。 
・高学年になると内容を評

価したり鑑賞したりする

ことができるようにな

り、グループでの読書交

流ができるようになる。 

・読書を楽しみながら本

を傍らに人生を歩むと

ともに、自分の人生に

ついて考えるようにな

る。 
・読書を通したコミュニ

ケーションにより他者

理解の力が鍛えられ

る。 

※Ｅ・Ｅ・Ｔプラン 
Ｅ ａ ｒ プ ラ ン：本に出会い、本を聴くことを意識した取組 
Ｅ ｙ ｅ プ ラ ン：本に親しみ、本を活かし、多くの本を読むことを意識した取組 
Ｔ ａ ｌ ｋ プ ラ ン：本と活き、本を伝えることを意識した取組 
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※Ｅ・Ｅ・Ｔプラン推進のイメージ図 

家庭における読書活動 

地域における読書活動 学校における読書活動 

 

Earプラン 

Eyeプラン Talkプラン 

連携 

 
自ら進んで読書を楽しみ、読書に親しみ、読書を活かすことができる子ども 

連携 連携 
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Ⅲ 家庭における取組 
   子どもの読書活動は日常生活を通じて形成されるものであり、乳幼児期から日常的に生活の中で

自然に本に親しむ機会が提供されることが必要である。そのためには子どもにとって最も身近な存

在である保護者の関わりが欠かせない。 
   このため、家庭においては読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読んだり、図書館に出向い

たりするなど、工夫して子どもが読書に親しむきっかけをつくることが重要である。また、読書活

動の機会の充実及び習慣化を図るために、保護者自身も本に親しみ、読書の重要性を理解した上で、

読書に対する興味や関心を引き出すよう働きかけることが望まれる。 
 
 １ 子どもが読書に親しむ機会の提供 
（１）ファミリー読書（毎月第３日曜日・家庭の日） 

毎月第３日曜日の「家庭の日」に「家族読書の時間」「ノーテレビ・ノーゲームの時間」を

設け、家庭で読書に親しむよう促す。また、学校・図書館や公民館等の各施設において読書ボ

ランティア団体等による読み聞かせやおはなし会等を行うなど、「ファミリー読書」を支援す

る取組を奨励する。 
 （２）読書活動への理解促進 
     乳幼児を持つ保護者等を対象とした子どもの発達段階に応じた家庭教育講座や地域におけ 

る子育て支援のための場、交流活動の中で、読み聞かせや読書の重要性についての理解と読書 
に関する関心を深めるための取組を行うよう促す。 

   
Ⅳ 地域（公立図書館、公民館、地域文庫等）における取組 
   子どもが、いつでもどこでも本に親しむことができるよう、読書活動が身近で行える環境を整備

することが必要である。図書館は、子どもが学校外で本と出会い自主的に読書を楽しむことのでき

る場所であり、地域における読書活動推進の中核的役割を果たしている。今後さらにその役割を果

たすよう努めることが望まれる。 
   児童館や公民館等の図書室は、身近な読書活動を行う施設として機能していることも多いことか

ら、公立図書館等と連携し図書資料等を整備することが求められる。また、読書活動に関し専門的

知識をもつ者や地域のボランティア等多様な人々と連携・協力し、読み聞かせ、読書会等の子ども

の読書活動の機会を提供する取組の実施に努めることが望まれる。 
 
 １ 子どもが読書に親しむ機会の提供 
（１）公立図書館の取組 

①おはなし会や展示会等、子どもが読書に興味・関心を持つような取組を定期的に開催するよう

促す。 
   ②子どもや保護者、学校からの読書相談等への対応ができるよう、ブックリストを作成するなど、 

子どもが発達段階に応じ、よい本に出会えるような取組を行うよう促す。 
   ③図書館利用に何らかの不都合が生じる子どもたちに配慮したサービスを行うよう促す。 

 

- 17 -



（２）公民館等の取組 
①保護者や地域のボランティアによる読み聞かせ会やおはなし会等の活動の場として活用され

るよう促す。 
②児童書等の整備や希望図書の貸し出しなど、地域の子どもたちが身近なところで読書に親し

む機会を作るよう促す。 
 
 ２ 子どもの読書活動を支えるための環境の整備・充実 
 （１）図書館資料の整備 
   ①多様な利用者及び住民の要望や地域の実情に十分留意し、十分な児童・青少年図書及び乳幼児 

向けの図書を含む図書館資料を整備するよう促す。 
（２）図書館施設の整備 

   ①録音図書等の製作を行う施設・団体等と連携するなど、障害のある子どもが利用しやすいよう 
に施設を整備するよう促す。 

   ②児童室、児童コーナー、中高生向けのコーナーの設置等、子どもが利用しやすくなるような環 
境整備を促す。 

   ③図書館未設置町村に対しては、設置に向け積極的に検討するとともに、図書館が設置されるま 
での間は児童館や公民館図書室に専任の職員を配置し、計画的に子ども向けの図書を収集・提 
供する等、子どもの読書環境を整備するよう促す。 

 
Ⅴ 学校等における取組 
   子どもが自ら進んで読書を楽しみ、読書に親しみ、読書を活かす習慣を形成していく上で、学校

等はかけがえのない大きな役割を担っている。平成２９年、３０年に告示された学習指導要領では、

言語活動の充実とともに、学校図書館を計画的に利用し、その機能の活用を図り、児童生徒の自主

的な読書活動を充実することが規定されている。また、保育所（園）、幼稚園等は、保育所保育指

針や幼稚園教育要領等において、絵本や物語に親しむ活動を積極的に行うことが期待されている。     
これらを踏まえ、学校等においては、全ての子どもが自ら進んで読書に親しみ、読書の幅を広げ 

ていくことができるように適切な支援を行うとともに、そのための環境を整備することが求められ 
る。 

 
１ 子どもが読書に親しむ機会の提供 

 （１）保育所（園）・認定こども園・幼稚園において 
   ①子どもが絵本等に親しめるよう、興味、関心、発達等に応じた絵本等が置かれた図書スペース 

の確保を促す。 
②読み聞かせやおはなし会等を実施し、子どもが絵本等に触れる機会を多様に設定するよう促す。 
③保護者に対し、子どもの読書活動の重要性を伝える取組を行うよう促す。 
④発達段階に応じた絵本の読み聞かせや児童文化財等を活用した読書活動を、指導計画に位置づ 
けるよう促す。 
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 （２）小・中学校において 
   ①子どもの読書活動を推進するため、学校長のリーダーシップのもと、司書教諭・図書館主任・ 

学校司書を中心とした学校図書館活用について、全職員の意識の高揚を図る取組を行うよう促 
す。 

   ②一斉読書（朝の読書など）や授業等で読書を推進する等、学校生活全体を通じて読書活動の充 
実を図るよう促す。 

   ③各教科の授業内容に応じた関連図書を紹介したり、学校行事等の企画準備に図書館資料を活用 
したりするなど、学校図書館を計画的に利用し、児童生徒の主体的・意欲的な学習活動を展開 
することで、読書の質の向上を図るよう促す。 

   ④学校図書館を活用した学習活動や日々の読書活動の充実を図るため、多様な経験を有する保護 
者や地域の社会人、ボランティア等を活用するよう促す。 

⑤４月２３日の「子ども読書の日」、１０月２７日の「文字・活字文化の日」を中心とし、それ 
ぞれの趣旨にふさわしい取組の計画・実施を促す。 

 （３）高等学校において 
   ①子どもの読書活動を推進するため、学校長のリーダーシップのもと、司書教諭・学校司書を中 

心とした学校図書館活用について、全職員の意識の高揚を図る取組を行うよう促す。 
   ②一斉読書（朝の読書など）や授業等で読書を推進する等、学校生活全体を通じて読書活動の充 

実を図るよう促す。 
   ③各教科の授業内容に応じた関連図書を紹介したり、学校行事等の企画準備に図書館資料を活用 

したりするなど、学校図書館を計画的に利用し、児童生徒の主体的・意欲的な学習活動を展開 
することで、読書の質の向上を図るよう促す。    

   ④学校図書館を活用した学習活動や日々の読書活動の充実を図るため、多様な経験を有する保護 
者や地域の社会人、ボランティア等を活用するよう促す。    

⑤生涯にわたって読書に親しむ態度を育てるために、目的をもって読書を行うことで読書の良さ 
を体験する取組を行うよう促す。 

   ⑥４月２３日の「子ども読書の日」、１０月２７日の「文字・活字文化の日」を中心とし、それ 
ぞれの趣旨にふさわしい取組の計画・実施を促す。 

（４）特別支援学校において 
   ①特別な支援を必要とする子どもが豊かな読書活動を体験できるよう、子どもの実態に応じた選 

書や環境の工夫、支援機器等の活用を促す。 
②保護者や地域のボランティアによる読み聞かせ会やおはなし会等の実施を促す。 

   ③４月２３日「子ども読書の日」、１０月２７日「文字・活字文化の日」を中心とし、それぞれ 
の趣旨にふさわしい取組の計画・実施を促す。 
 

※一人あたりの図書貸出冊数（目標値・年間） 
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 
１１０冊 ４０冊 ８冊 ７０冊 
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 ２ 子どもの読書活動を支えるための環境の整備・充実 
 （１）国の新たな「学校図書館図書整備等５か年計画」（平成２９年度～平成３３年度）により、５ 

年間で公立義務諸学校の学校図書資料について、新たな図書の購入に加え、情報が古くなった 
図書等の更新を促進するため、単年度約２２０億円、総額１，１００億円、また、学校図書館 
へ新聞を配備するため、単年度約３０億円、総額１５０億円、学校司書を配置するため、単年 
度約２２０億円、総額１，１００億円の地方交付税措置（金額はすべて全国総額）がそれぞ 
れ講じられている。これに基づき各市町村において計画的な整備が図られるよう促す。 

 （２）司書教諭は、学校図書館資料の選択・収集・提供のほか、学校図書館を活用した教育活動の企 
画の実施、教育課程の編成に関する他教員への助言等、学校図書館の運営・活用について中心 
的な役割を担うことから、それぞれの役割を十分に果たせるような環境の整備を進めるよう促 
す。 

 （３）学校司書は学校図書館の職務に従事する職員であり、司書教諭と連携しながら多様な読書活動 
を企画・実施したり、学校図書館サービスの改善・充実を図ったりする重要な役割を担うこと 
から、その配置とともに、本務職員の採用や有資格者の配置など専門性を確保するよう促す。 

（４）学校図書館施設において、新増築を行う際や余裕教室等を学校図書館に改修する際に国庫補助 
の措置が講じられており、各学校における多様な読書活動を視野に入れた施設整備等を促す。 

 （５）児童生徒が使用可能なコンピューターの整備、学校図書館図書情報をデータベース化、他校の 
学校図書館や公立図書館とオンライン化したりすることにより、学校図書館が読書センター、 
学習情報センターとしての機能を果たすための環境整備を促す。 

 
Ⅵ 家庭・地域・学校等の連携・協力の推進 
   子どもの読書活動を推進していく上で、家庭・地域・学校等が連携して推進することは重要であ

る。家庭へは読書の重要性についての理解を促進するため、家庭での読書活動の参考となるような

取組を行い、支援することが求められる。学校へは学校図書館を利用した学習活動や日々の読書活

動の充実が図られるよう支援することが求められる。地域へは、企画・実施する読み聞かせ会やお

はなし会、読書会等の情報提供に協力したり、活動の支援を行うことが求められる。また、図書館

間では、読書環境をより充実させるため、連携・協力体制の更なる強化が求められる。                                              

 
 １ 家庭と学校において 
 （１）「学校だより」等で学校での読書活動の紹介や地域で行われる読み聞かせ会やおはなし会、読 

書会等の情報を提供することで、家庭における読書活動の支援を行うよう促す。 
 （２）学校において保護者対象とした研修会を開催するなど、読書の重要性についての理解を深める 

取組を行うよう促す。 
 

 ２ 家庭と地域において 
 （１）地域（図書館等）において実施する読み聞かせ会やおはなし会、読書会等の情報提供を行うと 

ともに、各家庭が積極的に利用しようという意識が高まる働きかけを行うよう促す。 
（２）毎月第３日曜日のファミリー読書の日において、家庭における読書活動が充実するような地 
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域の取組を奨励する。 
 ３ 学校と地域において 
 （１）地域のボランティア団体等の協力を得ながら、学校図書館を活用した学習活動や日々の読書活 

動の充実を図るよう促す。 
 （２）子どもの読書活動の推進を図るため、学校図書館において公立図書館の団体貸出等のサービス 

の利用を促す。 
 ４ 図書館間において 
 （１）県立図書館は、各公立図書館や図書館未設置町村の社会教育施設等で読書活動支援を行い、県 

内どこでも同等の読書サービスが提供できるよう、関係機関との連携・協力に努める。 
 （２）学校図書館と公立図書館が連携し、蔵書等の共同利用に努める。 
 
Ⅶ 関心を高める事項  
   子どもが自ら進んで読書を楽しみ、読書に親しみ、読書を活かすことができるようになるために 

は、乳幼児期から発達段階に応じて読書活動が行われることが重要である。成長に伴い読書への関 
心の度合いが低くなっている子どもも見られることから、引き続き読書への関心を高める取組を行 
うことが求められる。 

 
 １ 読書への関心を高める取組の推進 
 （１）読書会、図書委員、子ども司書、ブックトーク、書評合戦（ビブリオバトル）等の実施、同世 

代の友人等とのつながりを生かし、子ども同士で本を紹介したり、話し合ったりする活動を行 
うよう促す。 

 （２）子どもが読書への関心を深めたり、読書の幅を広げたりするきっかけとなるよう、個人の読書 
経験や興味関心に寄り添いながら、様々な方法で本を紹介する取組（地域の言葉・外国語での 
読み聞かせ等）を行うよう促す。 

 （３）子どもが身近に本を手に取ることができるような環境（文庫の設置等）の整備を促す。また、 
部活動・サークル活動等の仲間同士で読書時間をもつなど、すき間時間に読書を行う取組を行

うよう促す。 
 
Ⅷ 民間団体・読書活動ボランティア等の活動に関する支援 
   民間団体や読書活動ボランティア等は、子どもの読書活動に関する理解や関心を高めるとともに、

子どもが読書に親しむ様々な機会を提供するなど、自主的な読書活動を推進することに大きく寄与

している。その活動を一層充実させるための支援が求められる。 
 
 １ 民間団体・読書活動ボランティア等に対する支援 
 （１）「子どもゆめ基金助成金」等の助成制度の活用による「子ども文庫」の充実を支援する。 
 （２）活動をより充実させるため、ネットワークづくりや研修会等を支援する。       
（３）学校、公立図書館、公民館、児童館等における読み聞かせ等での活用を一層推進するよう促す。 
（４）地域・学校等の「読書活動ボランティア」の活動支援のため、沖縄県子ども読書指導員の活用 
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を推進する。 
（５）県立図書館では、子どもの読書活動に関わる団体・個人の資質向上と情報交換の場として、子 

ども読書活動推進研究室の充実と活用を推進する。 
 
Ⅸ 普及・啓発活動 
 

１「子ども読書の日」「文字・活字文化の日」を中心とした啓発活動の推進 
 （１）「子ども読書の日（４月２３日）」、「こどもの読書週間（４月２３日～５月１２日）」、また「文 

字・活字文化の日（１０月２７日）」、「読書週間（１０月２７日～１１月９日）」において各地 
域・学校でそれぞれの趣旨に基づき、子どもの読書活動への関心を深める取組を行うよう促す。 

 
２ 優れた取組の奨励 

 （１）子どもが読書に興味をもつような活動、関係者の資質向上のための活動、関係する機関や団体 
間の連携において特色ある優れた実践を行っている学校・図書館・団体・個人に対して表彰を

行うことにより、その取組を奨励する。 
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資 料   

第四次計画推進期間における子どもの読書活動推進のための指標及び到達目標 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 （１） 子どもの発達段階に応じた読書活動の推進 

 
 
 （２） 家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進  

 

 指   標 
 

基準年度 
（Ｈ２８年度） 

目標年度 
（Ｈ３５年度） 

○読書は好きであると答える児童生徒の割合   ６９．６％ 
 

  ７５．０％ 

○学校の授業以外に、普段（月～金曜日）、１日当たり

３０分以上読書をしている児童生徒の割合 
２８．５％ 

 
５０．０％ 

○１か月に１冊も本を読まない児童生徒の割合 
（不読率） 

※参考値 
平成２８年度「学校読書調査」より 
（全国学校図書館協議会・毎日新聞社） 
 小：５．６％ 中：１５．０％ 高：５０．４％ 

 小 ５．０％ 
中１５．０％ 
高５０．０％ 

指   標 基準年度 
（Ｈ２８年度） 

目標年度 
（Ｈ３５年度） 

○公立図書館と連携している学校の割合 
 

小８９．６％ 
中８４．３％ 
高３２．２％ 

小９５．０％ 
中９０．０％ 
高４５．０％ 

○ボランティアを活用する学校の割合 
 

小８０．８％ 
中５８．７％ 
高 ８．１％ 

小８５．０％ 
中６０．０％ 
高１０．０％ 

○子どもの読書活動推進計画策定市町村数 ２６市町村   ４１市町村 

 
（１）子どもの発達段階に応じた読書活動の推進 
  ○乳幼児期からの発達段階に応じて読書に親しめる環境づくりを進める。 

○五感を意識した施策Ｅ・Ｅ・Ｔプランを更に推進する。 
（２）家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進 
  ○家庭・地域・学校等、それぞれが担うべき役割を示し、 

子どもの読書活動推進に取り組むとともに、緊密に携携・協力し、社会

全体で必要な体制の整備に努める。 
○自主的な読書活動を支えるため、いつでも、どこでも読書を楽しみ、読

書に親しみ、読書を活かすことのできる環境の整備・充実に努める。 
   

自ら進んで読書を楽しみ、読書に親しみ、読書を活かすことができる子ども 

目指す姿 

基本方針 
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子どもの読書活動推進関連事業 
番号 事業名 事業内容 事業担当 
１ 読書の 

ホップ 
ステップ 
ジャンプ 
事業 
 
 
 
 
 
 

ブックスタート

（ホップブック） 
 

・赤ちゃんと保護者が絵本を通して心

触れ合うきっかけを作り、本を贈る

事業です。 

市町村 

ステップブック 
 
 
 
 

・概ね６歳（小学校１年生）を対象に、

本を贈ったり、紹介したりする事業

です。読書を楽しむ段階から親しむ

段階に円滑な移行ができるようなき

っかけづくりを奨励します。 

市町村 
市町村立図書館 
学校図書館 
県立図書館 
県生涯学習振興課 

ジャンプブック ・概ね１２歳（中学校１年生）を対象

に、本を贈ったり、紹介したりする

事業です。読書に親しむ段階から活

かす段階に円滑な移行ができるよう

なきっかけづくりを奨励します。 

市町村 
市町村立図書館 
学校図書館 
県立図書館 
県生涯学習振興課 

２ 読書交流会 ・学校や地域などで、本を通して交流

する機会（読書会・ペア読書・スト

ーリーテリング・ブックトーク・ア

ニマシオン・ビブリオバトル等）を 
を作る事業です。読書週間等の様々

な場面での実施を更に奨励します。 

市町村 
市町村立図書館 
学校図書館 
県立図書館 
県生涯学習振興課 

３ 読み聞かせボランティアの養

成と支援 
・図書館活動、読書活動、児童サービ

ス支援（読み聞かせ、ストーリーテ

リング、紙芝居、朗読技術等）の育

成と活用を目指す事業です。 

県生涯学習振興課 
県立図書館 
市町村立図書館 
学校図書館 
市町村 

４ 県子ども読書指導員の養成・

活用 
（スキルアップ研修） 

・地域・学校等の読書活動ボランティ

アに対する指導助言者として活動で

きる等、子どもの読書活動ボランテ

ィアを養成する事業です。 
・県生涯学習振興課で募集及び修了者

を登録し、県立図書館や市町村立図

書館、学校等が読書指導員を活用し

た研修や講座を開催します。 
・県子ども読書指導員の資質向上のた

めのスキルアップ研修を実施しま

す。 

県生涯学習振興課 
県立図書館 
市町村立図書館 
学校図書館 
市町村 

５ 幼稚園教諭研修 
（初任者・経年者） 

・教育センターの研修員並びに幼稚園

教諭を対象に、絵本の読み聞かせの

講義や演習を実施し、教材化の工夫

と読み聞かせを推奨します。 

県立総合教育センター 

６ 図書館職員等専門研修 
新任図書館長研修 
公立図書館司書研修 

・公立図書館の職員等の資質向上のた

めの専門研修を実施します。 
県立図書館 
（県生涯学習振興課） 

７ 司書教諭・学校司書等研修会 ・司書教諭、学校司書が一堂に会し講
義等の受講や、実践事例等の共有を

通して、読書センター、学習情報セ

ンターとしての学校図書館の充実を

図ります。 

義務教育課 
県立学校教育課 
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８ 読み聞かせサークルネットの

整備 
・「おきなわ子どもと本を結ぶ地域ネッ

ト」を整備し、沖縄県の読書活動の

推進を図ります。 

県立図書館 

９ 子ども読書活動推進研究室の

活用促進 
・子どもの読書活動に関わる団体・個

人の資質向上と情報交換の場として

の活用を図ります。 

県立図書館 
（県生涯学習振興課） 

10 優良図書の推薦 ・青少年の健全な育成に特に有益な図

書について、知事が推奨し、県広報

で公示します。 

子ども政策福祉部 

11 文部科学大臣表彰への推薦 ・子どもの読書活動優秀実践校、図書

館、団体（個人）等の表彰にかかる

広報や周知を実施し、子どもの読書

活動の一層の推進を図ります。 

県生涯学習振興課 
義務教育課 
県立学校教育課 

12 沖縄県教育長表彰 ・子どもの読書活動優秀実践校、図書

館、団体（個人）等の表彰を実施し、

子どもの読書活動の一層の推進を図

ります。 

県生涯学習振興課 
義務教育課 
県立学校教育課 

13 子ども読書の日 
（４月 23日） 
文字・活字文化の日 
（10月 27日） 
に関わる取組 
 

・広く子どもの読書活動についての関

心と理解を深めるとともに、子ども

の積極的に読書活動を行う意欲が高

められるよう、それぞれの趣旨に沿

った子どもの読書活動推進事業を開

催し、読書活動の普及・啓発を図り

ます。 

県生涯学習振興課 
県立図書館 
市町村立図書館 
学校図書館 

14 こどもの読書週間の取組 
（４月 23日～５月 12日） 
読書週間の取組 
（10月 27日～11月９日） 

・読書への関心・意欲を高めるための

読み聞かせや、展示コーナ設置等を

行います。 

県生涯学習振興課 
県立図書館 
市町村立図書館 
学校図書館 

15 子どもの読書活動推進会議 
（年間３回開催） 

・子どもの読書活動推進のための支援

事業について協議し、関係部局、関

係機関、団体等のそれぞれの役割分

担並びに連携・協力体制の整備に努

めます。 

県生涯学習振興課 

16 子どもの読書活動推進担当者

会議 
（年間３回開催） 

・子どもの読書活動推進のための支援

事業について協議し、それぞれの役

割・連携・協力について確認します。 

県生涯学習振興課 
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子どもの読書活動の推進に関する法律 
平成１３年１２月１２日 
 法 律 第１５４条 

（目的） 
第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の

責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることによ

り、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やか

な成長に資することを目的とする。 
（基本理念） 
第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者を言う。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉を学び、

感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けてい

く上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆ

る場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推

進されなければならない。 
（国の責務） 
第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の推進に

関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
（地方公共団体の責務） 
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子

どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
（事業者の努力） 
第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進

されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 
（保護者の役割） 
第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割

を果たすものとする。 
（関係機関との連携強化） 
第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、

図書館その他の関係機関及び民間団体との連携強化その他必要な体制の整備に努めるものとす

る。 
（子どもの読書活動推進基本計画） 
第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども

の読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」という。）を策

定しなければならない。 
２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するととも 
に、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 
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（都道府県子ども読書活動推進計画等） 
第九条 四道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子ど

もの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における読書活動の推進に関する施策につ

いての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければ

ならない。 
２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているとき 
は、子ども読書活動推進計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）基本とするとともに、当該市町 
村における子どもの読書活動の推進状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に 
関する施策についての計画（以下、「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努め 
なければならない。 

３ 都道府県または市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画または市町村子ども読書活動推進計画 
を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更につい

て準用する。 
（子ども読書の日） 
第十条 国民の間に広く子どもの読書活動について関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読

書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 
２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 
３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければなら

ない。 
第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上

の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 
附則 この法律は、公布の日から施行する。 
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文字・活字文化振興法 
平成１７年７月２９日 
 法 律 第９１条 

（目的） 
第一条 この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び

向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることに

かんがみ、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国における文字・

活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力あ

る社会の実現に寄与することを目的とする。 
（定義） 
第二条 この法律において、「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの（以

下この条にて「文章」という。）を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出

版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化的所

産をいう。 
（基本理念） 
第三条 文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、

生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場所において、居住する地域、身体的な条件そ

の他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備すること

を旨として、行わなければならない。 
２ 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければな 
らない。 

３ 学校教育においては、すべての国が文字・活字文化の恵沢を享受することができるようにするため、

その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基盤とする言語に関する能力

（以下「言語力」という。）の涵養に十分配慮されなければならない。 
（国の責務） 
第四条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、文字・活字文化の

振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
（地方公共団体の責務） 
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文

字・活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
（関係機関との連携強化） 
第六条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、

教育機関及び民間団体との連携強化、その他必要な体制の整備に努めるものとする。 
（地域における文字・活字文化の振興） 
第七条 市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要な数の公

立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。 
２ 国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することができるよう、 
司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の整備その他の公立図書館の運 
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営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。 
３ 国及地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放、文字・活字文化に

係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献する活動を促進するため、必

要な施策を講ずるよう努めるものとする。 
４ 前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振興を図るた

め、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他必要な施策を講ずるものとする。 
（学校教育における言語力の涵養） 
第八条 国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、効果的な手法

の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育職員の養成及び研修

の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。 
２ 国及び地方公共団体は、学校教育における言語力涵養に資する環境の整備充実を図るため、司書教 
諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制整備、学校図書館の図書 
館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施策を講ずるものとする。 

（文字・活字文化の国際交流） 
第九条 国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の

文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない

外国の出版物の日本語への翻訳支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活

字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。 
（学術的出版物の普及） 
第十条 国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果についての出

版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
（文字・活字文化の日） 
第十一条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字

文化の日を設ける。 
２ 文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。 
３ 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努 

めるものとする。 
（財政上の措置等） 
第十二条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措

置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 
附則 この法律は、公布の日から施行する。 
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用語解説 
（五十音順） 

１ アニマシオン 
 スペインのジャーナリストであるモンセラ・サルトが、子どもたちに読書の楽しさを伝えるとともに

読む力を引き出すために１９７０年代から開発した、グループ参加型の読書指導メソッド。物語や詩

の中にわざと間違いを入れて読み聞かせた上で間違いを探させたり、あらすじをクイズにして出題し

たりといったさまざまなプログラムがある。 
 
２ 学校司書 
 学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促 
進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員のこと。 

 
３ 学校図書館図書標準 
公立義務教育諸学校の図書の整備を図る際の目標として、学校規模に応じた標準冊数を定めたもの。 

 
４ 家庭の日 
 １９６８年（昭和４３年）１月１３日に、沖縄県青少年育成県民会議が県民運動として毎月第３日曜

日を「家庭の日」と位置づけ、全県下に運動が展開されている。 
 
５ 子ども司書 
本が好きで読書に興味・関心が高い子どもたちを中心に、司書についてのノウハウを習得し、友達や

家族に読書の素晴らしさや大切さを伝えるリーダーとなることを目指し、日本十進分類法や図書の検

索・受付・登録・貸し出しと返却等を学ぶ。（子ども司書制度は、法律に基づく司書の資格を取得す

ることではない）子ども司書に認定された子どもたちは、地域の図書館で読み語りのボランティアを

行ったり、学校図書館では図書委員のリーダーとして活動したり、本の整理、分類等子ども司書とし

て活動している。 
 
６ 子どもの読書 
 本計画では、自分の考えを広げたり、主体的に社会の形成に参画していくために必要な知識や教養を

身に付けたりするため、文学作品に加え、書籍や新聞、図鑑等の資料（電子書籍等の紙以外の媒体も

含む）を読むことと捉える。 
 
７ 子ども読書の日 
 ４月２３日。「子どもの読書活動の推進に関する法律」第１０条において、国や地方公共団体は、国

民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動 
を行う意欲を高めるため、子どもの読書の日にふさわしい事業をするよう努めることとされている。 

 
 

- 30 -



８ こどもの読書週間 
社団法人読書推進運動協議会が主催し、毎年４月２３日から５月１２日までを「こどもの読書週間」

と定め、子どもの読書活動の普及・啓発を図っている。 
 
９ 子どもゆめ基金助成金 
子どもの健全育成を目的とした、子どもの読書活動の振興を図る活動などへの国の助成金。独立行政

法人国立青少年教育振興機構に設けられている。 
 
１０ 司書教諭 
 「学校図書館司書教諭講習規定」による科目を履修した教員で、任命権者によって発令を受けた教員

のこと。学校図書館の専門的職務を掌らせるため、学校図書館法第５条により平成１５年から１２学

級以上の学校に配置されている。 
 
１１ 児童文化財 
 子どもの健全な心身の発達に深いかかわりをもつ有形無形のもの、技術、活動などの総称。無形のも

のには、口演童話、紙芝居、人形劇、舞踊、子供の歌などがあり、有形のものには、おもちゃ、児童

図書、絵本と童画、児童漫画、映画とテレビなどがある。 
 
１２ 書評合戦（ビブリオバトル） 
 発表者が読んで面白いと思った本を一人５分程度で紹介し、その発表に関する意見交換を２～３分程

度行う。全ての発表が終了した後に、どの本が一番読みたくなったかを参加者の多数決で選ぶ活動の

こと。 
 
１３ ストーリーテリング 
 物語を覚えて子どもたちに対して語ること。「おはなし」「素ばなし」ともいう。文字を十分に読めな

い子どもでも物語を楽しむことができるので、読書の導入手段として用いられる。 
 
１４ 地域文庫 
 町内会や自治会などを基盤に、その援助を受けて本を備え付け、子どもたちに貸し出す活動のこと。 
 
１５ 読書会 
数人で集まり、本の感想を話し合う活動のこと。その場で同じ本を読む、事前に読んでくる、一冊の

本を順番に読む等、様々な方法がある。 
 
１６ 読書週間 
 社団法人読書推進運動協議会が毎年１０月２７日から１１月９日までを「読書週間」と定め、国民す

べてに読書をすすめる運動を展開している。 
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１７ 認定こども園 
 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能や、地域における子育て支援を行う機能を備える施

設で、都道府県等が認定した施設のこと。 
 
１８ ブックスタート 
 乳幼児検診の際に、受診したすべての親子に対して、図書館司書や保健師などがそれぞれの立場から

赤ちゃんと絵本を見ることの大切さや楽しさを保護者に伝えながら、絵本を手渡す事業。１９９２年

（平成４年）、イギリスのバーミンガムから始まった。 
 
１９ ブックトーク 
子どもや成人の集団を対象に、あらすじや著者紹介等を交えて、本への興味が湧くような工夫を凝ら

しながら本の紹介をすること。 
 
 
２０ 文字・活字文化の日 
 １０月２７日。「文字・活字文化振興法」第１１条において、国や地方公共団体は、国民の間に広く

文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字文化の日には、その趣旨

にふさわしい行事が実施されるよう努めることとされている。 
 
２１ 録音図書 
 朗読した音声をカセットテープやＣＤに録音したもの。 
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平成３０年度沖縄県子どもの読書活動推進委員 

氏  名 所属及び職名等 
伊波 和子 
 

名護市立久辺小学校 校長 
（国頭地区学校図書館協議会会長） 

上江洲 朝男 琉球大学教育学部附属教育実践総合センター 講師 
（子どもの読書活動推進会議 副会長） 

上原 博美 糸満市立高嶺小学校 校長 
（島尻地区学校図書館協議会会長） 

川平 栄子 沖縄県地域児童文庫連絡協議会 会長 
鎌田 佐多子 沖縄女子短期大学 学長 

（子どもの読書活動推進会議 会長） 
金城 光明 県立図書館 指導主事 
座間味 恵利子 桜野特別支援学校 校長 
末吉 雄貴子 県立開邦高等学校 司書 
平良 京子 沖縄県子どもの本研究会 会長 
平良 美恵 浦添市立図書館 館長 

（５０音順） 

 

平成３０年度沖縄県子どもの読書活動推進担当者 

氏  名 所属及び職名等 
金城 光明 県立図書館 指導主事 
比嘉 淳 国頭教育事務所 社会教育主事 
玉城 史江 国頭教育事務所 指導主事 
宮城 秀輝 中頭教育事務所 社会教育主事 
名護千賀子 中頭教育事務所 主任指導主事 
大嶺 成 那覇教育事務所 社会教育主事 
上里 亮 那覇教育事務所 指導主事 
大城 仁美 島尻教育事務所 社会教育主事 
大田 恵 島尻教育事務所 指導主事 
下地 豊 宮古教育事務所 社会教育主事 
﨑山 用彰 宮古教育事務所 指導主事 
大嶺 吉生 八重山教育事務所 社会教育主事 
大嶺 千秋 八重山教育事務所 指導主事 
黒島 直哲 県立学校教育課（高等学校） 指導主事 
赤嶺 信吾 県立学校教育課（特別支援学校） 指導主事 
仲地 千佳 義務教育課 指導主事 
宮脇 一雄 生涯学習振興課 指導主事 
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